
第８３号議案

中野区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要

件に関する条例

上記の議案を提出します。

令和３年１１月２５日

提出者 中野区長 酒 井 直 人

（提案理由）

児童相談所の設置に伴い、幼保連携型認定こども園以外の認定こど

も園の認定の要件を定める必要がある。



中野区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要

件に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下「法」

という。）第３条第１項及び第３項の規定に基づき、幼保連携型認

定こども園以外の認定こども園（以下単に「認定こども園」とい

う。）の認定に係る要件を定めるものとする。

（定義）

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語

の例による。

（認定こども園の類型）

第３条 認定こども園は、次の各号のいずれかの類型に該当するもの

とする。

⑴ 幼稚園型認定こども園 次のいずれかに該当する施設であるも

のをいう。

ア 単独型 幼稚園教育要領（平成２９年文部科学省告示第６２

号）に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当

該教育のための時間以外の時間において、在籍している子ども

のうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行

う幼稚園

イ 幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及び

その附属設備が一体的に設置されている施設であって、次のい

ずれかに該当するもの

(ア) 並列型 当該認定こども園を構成する保育機能施設において、

満３歳以上の子どもに対し学校教育法（昭和２２年法律第２



６号）第２３条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行

い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該認定こども園を

構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されている施

設

(イ) 年齢区分型 当該認定こども園を構成する保育機能施設に入

所していた子どもを引き続き当該認定こども園を構成する幼

稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行う施設

⑵ 保育所型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保育

を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満３歳以上の子

ども（中野区における児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第２４条第４項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照ら

して適当と認められる数の子どもに限る。）を保育し、かつ、満

３歳以上の子どもに対し学校教育法第２３条各号に掲げる目標が

達成されるよう保育を行う保育所をいう。

⑶ 地方裁量型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保

育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満３歳以上の

子どもを保育し、かつ、満３歳以上の子どもに対し学校教育法第

２３条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育機能施

設であって、規則で定めるものをいう。

（学級の編制の基準）

第４条 満３歳以上の子どもであって、幼稚園と同様に１日に４時間

程度利用するもの及び保育所と同様に１日に８時間程度利用するもの

に共通する４時間程度の利用時間（以下「共通利用時間」という。）

については、学級を編制するものとする。

２ 学級の編制は、規則で定める基準を満たさなければならない。

（職員の配置の基準）

第５条 認定こども園には、認定こども園の長を置くほか、子どもの



教育及び保育に従事する者（以下「保育従事職員」という。）並び

に調理員を置かなければならない。ただし、第８条第６項の規定に

より調理業務の全部を委託する認定こども園にあっては、調理員を

置かないことができる。

２ 認定こども園の職員の配置は、認定こども園を構成する各施設の

職員の配置の基準のほか、規則で定める基準を満たさなければなら

ない。

（保育従事職員の資格）

第６条 保育従事職員の資格は、次に掲げる要件を備えていなければ

ならない。

⑴ 満３歳未満の子どもに対する保育従事職員 児童福祉法第１８

条の１８第１項の登録を受けた者（以下単に「登録を受けた者」

という。）。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

⑵ 満３歳以上の子どもに対する保育従事職員 幼稚園に係る教育

職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第４条第２項に規定す

る普通免許状（以下「幼稚園教諭免許状」という。）を有し、か

つ、登録を受けた者。ただし、幼稚園教諭免許状を有し、かつ、

登録を受けた者を置くことが困難である場合は、幼稚園教諭免許

状を有する者又は登録を受けた者とすることができる。

⑶ 前号の規定にかかわらず、学級担任は、幼稚園教諭免許状を有

する者でなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限

りでない。

⑷ 前２号の規定にかかわらず、共通利用時間以外における保育従

事職員は、登録を受けた者でなければならない。ただし、規則で定

める場合は、この限りでない。

（施設及び設備）

第７条 認定こども園の建物等は、同一の敷地内又は隣接する敷地内



に設置されていなければならない。ただし、次に掲げる要件を満た

す場合は、この限りでない。

⑴ 子どもに対する教育及び保育の適切かつ一体的な提供が可能で

あること。

⑵ 子どもの移動時の安全が確保されていること。

２ 認定こども園を構成する幼稚園のうち、第３条第１号イ(ア)の並列型

及び同号イ(イ)の年齢区分型にあっては幼稚園設置基準（昭和３１年文

部省令第３２号）第８条から第１２条までに規定する基準（以下

「設置基準」という。）を満たすものとし、同号アの単独型にあっ

ては設置基準を満たし、かつ、幼稚園設置基準第１１条第５号に規

定する給食施設を有するものとする。ただし、共通利用時間以外の

保育室の面積は、規則で定める基準を満たさなければならない。

３ 認定こども園を構成する保育所は、中野区児童福祉施設の設備及

び運営の基準に関する条例（令和３年中野区条例第 号）第４４

条に規定する設備の基準を満たすものとする。

４ 認定こども園を構成する保育機能施設は、次に掲げる設備（第１

号に掲げる設備については、満２歳未満の保育を必要とする子ども

を入所させる場合に限る。）を備えなければならない。ただし、特

別の事情があるときは、保育室と遊戯室とは、それぞれ兼用するこ

とができる。

⑴ 乳児室又はほふく室

⑵ 保育室

⑶ 遊戯室

⑷ 屋外遊戯場（認定こども園の付近にある屋外遊戯場に代わるべ

き場所を含む。）

⑸ 医務室

⑹ 調理室



⑺ 便所

５ 前項第１号から第３号まで及び第７号に掲げる設備は、１階に設

けるものとする。ただし、規則で定める基準を満たす場合は、当該設

備を２階以上に設けることができる。

６ 第４項各号に掲げる設備は、保育に適切なものとして規則で定め

る要件を満たさなければならない。

（食事）

第８条 認定こども園において、保育を必要とする子どもに食事を提

供するときは、当該認定こども園内で調理する方法により行わなけれ

ばならない。

２ 認定こども園は、子どもに食事を提供するときは、その献立は、

できる限り変化に富み、子どもの健全な発育に必要な栄養量を含有す

るものでなければならない。

３ 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法につい

て栄養並びに子どもの身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければ
し

ならない。

４ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならな

い。

５ 認定こども園は、子どもの健康な生活の基本としての食を営む力

の育成に努めなければならない。

６ 第１項の規定にかかわらず、規則で定める基準を満たす認定こど

も園は、当該認定こども園に入所している満３歳以上の子どもに対

する食事を当該認定こども園外で調理し、搬入する方法により提供

することができる。

７ 前項に規定する方法により食事を提供する場合には、調理室を備

えないことができる。ただし、当該認定こども園で行うべき調理の

ための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならな



い。

（教育及び保育の内容）

第９条 認定こども園における教育及び保育の内容は、法第６条の規

定により幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成２９年内閣

府・文部科学省・厚生労働省告示第１号）を踏まえるとともに、幼

稚園教育要領及び保育所保育指針（平成２９年厚生労働省告示第１

１７号）に基づかなければならない。この場合において、子どもの

１日の生活のリズム、集団生活の経験年数が異なること等の認定こ

ども園に固有の事情に配慮したものでなければならない。

（保育従事職員の資質の向上等）

第１０条 認定こども園は、規則で定めるところにより、保育従事職

員の資質の向上等を図らなければならない。

（子育て支援事業の内容）

第１１条 認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保

護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下

に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨と

して、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事

業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に

照らし、当該地域において実施することが必要と認められるものを、

保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。

この場合において、地域の人材、社会資源等の活用を図るよう努め

るものとする。

（認定こども園の長）

第１２条 認定こども園の長は、全ての職員の協力を得ながら一体的

な管理及び運営を行わなければならない。

２ 幼稚園型認定こども園のうち、第３条第１号イに規定するものに

あっては、幼稚園又は保育機能施設の長とは別に認定こども園の長



を置くほか、当該幼稚園又は保育機能施設の長のいずれかが認定こ

ども園の長を兼ねることができる。

３ 認定こども園の長は、教育及び保育並びに子育て支援を提供する

機能を総合的に発揮させるよう管理及び運営を行う能力を有しなけ

ればならない。

（教育及び保育を行う期間及び時間）

第１３条 認定こども園における保育を必要とする子どもに対する教

育及び保育を行う時間は、１日につき８時間を原則とし、子どもの

保護者の労働時間その他の家族の状況等を考慮して認定こども園の

長が定めなければならない。

２ 認定こども園における開園日数及び開園時間は、規則で定める基

準によるものとする。

（情報開示）

第１４条 認定こども園は、保護者が多様な施設を適切に選択できる

よう、情報の開示に努めなければならない。

（子どもの受入れにおける配慮）

第１５条 認定こども園は、児童虐待の防止の観点から特別の支援を

要する家庭、ひとり親家庭又は保護者の所得が低い家庭の子ども、

障害のある子ども等特別な配慮が必要な子どもの利用が排除される

ことのないよう、中野区との連携を図り、当該子どもの受入れに適

切に配慮しなければならない。

（一般的基準）

第１６条 認定こども園は、耐震、防災、防犯その他子どもの健康及

び安全を確保する体制を整えなければならない。

２ 認定こども園において事故等が発生した場合の補償を円滑に行う

ことができるよう、保険又は共済制度に加入することにより、適切

な補償の体制を整えなければならない。



（運営状況の評価等）

第１７条 認定こども園は、自己評価、外部評価等において子どもの

視点に立った評価を行い、その結果の公表等を通じて教育及び保育

の質の向上に努めなければならない。

（掲示）

第１８条 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所

に、当該施設が認定こども園である旨を掲示しなければならない。

（委任）

第１９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、令和４年４月１日から施行する。


